
 

 

                            議案第 30号   

   副市長の選任につき同意を求めることについて  

 次の者を副市長に選任したいので、地方自治法（昭和 22年 法律第 67号）第

162条の規定により議会の同意を求める。  

１  住   所  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

２  氏   名  德  江    卓  

３  生年月日  ＿＿＿＿＿＿＿＿  

  令和８年６月 10日提出  

                     三浦市長  出  口  嘉  一   
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履            歴  

  

  

                    氏   名  德  江    卓 

 

                    生年月日  ＿＿＿＿＿＿＿＿  

  

  

住  所  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

 

  

学          歴  

 

＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

 

＿＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

  

  

職          歴  

 

昭和 61年４月  三浦市役所勤務  

 

平成 22年４月  政策経営部秘書課長兼政策経営部政策経営課行革担当課長  

 

平成 26年４月  政策部市長室長  

 

平成 27年５月  政策部市長室長兼政策部政策課行革担当課長  

 

令和３年４月  政策部特定事業担当部長兼政策部市長室長  

 

令和４年４月  市長室長  

 

令和４年８月  市長室長兼市長室統括課長  

 

令和７年４月  理事兼市長室長兼市長室統括課長  現在に至る  
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議案第 31号   

専決処分の承認を求めることについて  

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

  令和８年６月 10日提出  

三浦市長  出  口  嘉  一  

 

 

専   決   処   分   書  

 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）の施行に伴う三

浦市市税条例（昭和 49年三浦市条例第６号） の一部改正につき、急施を要す

るので地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第１項の規定により、下記

のとおり専決処分する。  

記  

 三浦市市税条例の一部を改正する条例  

  令和８年３月 31日  

                     三浦市長  出  口  嘉  一   
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   三浦市市税条例の一部を改正する条例  

 三浦市市税条例（昭和 49年三浦市条例第６号）の一部を次のように改正す

る。  

 第６条中「の種別割」を削る。  

 第 26条の２及び第 26条の３を削る。  

 第 27条から第 30条までの規定（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動

車税」に改める。  

 附則第４条の５第１項中「法」を「地方税法等の一部を改正する法律（令

和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の法（以下「令和８年旧法」

という。）」に改め、同条第２項から第 13項までの規定中「法」を「令和８  

年旧法」に改め、同条第 14項中「附則第 15条第 32項」を「附則第 15条第 31項」  

に改め、同条第 15項中「法」を「令和８年旧法」に改める。  

 附則第８条の２から第８条の５までを削る。  

 附則第９条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第 444条第３  

項に規定する」を「道路運送車両法第 60条第１項後段の規定による」に改め、  

「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令和８年３月 31

日まで」を「令和７年４月１日 から令和 10年３月 31日まで」に改め、「の種

別割」を削り、同条第３項中「法第 446条第１項第３号」を「同項」に、「令

和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受

けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」

を削り、同条第４項を削る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２  この条例による改正後の三浦市市税条例の規定中軽自動車税に関する部

分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。  

３  この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自

動車税の環境性能割については、なお従前の例による。  

４  令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお 従前の

例による。  
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議案第 32号   

専決処分の承認を求めることについて  

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

  令和８年６月 10日提出  

三浦市長  出  口  嘉  一   

 

 

専   決   処   分   書  

 地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和８年政令第 83号）の施行に

伴う三浦市国民健康保険税条例（昭和 30年三浦市条例第 50号）の一部改正に

つき、急施を要するので地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第１項の

規定により、下記のとおり専決処分する。  

記  

 三浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

  令和８年３月 31日  

                     三浦市長  出  口  嘉  一   
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三浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 三浦市国民健康保険税条例（昭和 30年三浦市条例第 50号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第 25条第１項第２号中「 305,000円」を「 310,000円」に改め、同項第３号

中「 560,000円」を「 570,000円」に改 め、同条第３項第１号中「第 24条の 30

の５」を「第 24条の 30の６」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から 施行する。  

 （適用区分）  

２  改正後の第 25条第１項の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。  
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議案第 33号   

   三浦市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理 に関する条例の一  

   部を改正する条例  

 三浦市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理 に関する条例（平成５年三浦

市条例第１号）の一部を次のように 改正する。  

 別表第１し尿の項中「 300円」を「 450円」に、「６円」を「７円」に改め、  

同表浄化槽内に生じた汚泥（以下「浄化槽汚泥」という。）の項中「 32円」  

を「 42円」に改め、同表動物の死体の項中「 1,000円」を「 1,500円」に改め、  

同表し尿、浄化槽汚泥及び動物の死体以外の一般廃棄物の項中「 40円」を「  

60円」に、「 100円」を「 150円」に、「 160円」を「 240円」に、「 20円」を  

「 30円」に、「 500円」を「 800円」に、「 2,500円」を「 4,000円」に、  

「  

 

 

 

                                 を  

 

 

 

 

 

                                」  

「  

 

 

 

 

                                 に  

 

 

 

 

                                」  

改める。  

４  市 が 臨 時 に 収 集 し 、 運 搬

し、及び処分するとき。  

収集運搬車両１台につき  

         15,000円  

５  一 般 家 庭 か ら 臨 時 に 排 出

さ れ る １ 回 １ 車 両 当 た り の

搬 入 量 が 規 則 で 定 め る 量 を

超 え る も の 又 は 事 業 者 か ら

排 出 さ れ る も の を 市 長 が 指

定 す る 処 理 施 設 等 へ 搬 入 す

るとき。  

１キログラムにつき   15円  

 

４  一 般 家 庭 か ら 臨 時 に 排 出

さ れ る １ 回 １ 車 両 当 た り の

搬 入 量 が 規 則 で 定 め る 量 を

超 え る も の を 市 長 が 指 定 す

る 処 理 施 設 等 に 直 接 搬 入 す

る と き 又 は 事 業 者 か ら 排 出

さ れ る も の を 市 長 が 指 定 す

る 処 理 施 設 等 へ 搬 入 す る と

き。  

１キログラムにつき   20円  
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   附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和８年 10月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行前に行われる一般廃棄物の処理に係る手数料については、  

なお従前の例による。 ただし、改正後の粗大ごみの処理に係る手数料につ

いては、この条例の施行の日以後に申込みのあった 粗大ごみの処理に係る

手数料について適用し、同日前に申込みのあった粗大ごみの処理に係る手

数料については、なお従前の例による。  

３  この条例の施行の際現に交付されているごみ袋及びごみシールは、なお

従前の例により使用することができる。  

  令和８年６月 10日提出  

三浦市長  出  口  嘉  一   
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                            議案第 34号  

令和８年度三浦市一般会計補正予算（第１号）  

令和８年度の三浦市一般会計補正予算（第１号） は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 146,427千円を追加し、歳入

 歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,443,254千円とする。  

２  歳入歳出予算の 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額 並びに補正後

の歳入歳出予算の金額 は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費の補正）  

第２条  繰越明許費の変更は、「第２表  繰越明許費補正」による。  

（地方債の補正）  

第３条  地方債の変更は、「第３表  地方債補正」による。  

令和８年６月 10日提出  

三浦市長  出  口  嘉  一   

 

9



10



11



第　２　表　　繰 越 明 許 費 補 正
（変　更） （単位：千円）

17,300

第　３　表　　地 方 債 補 正
（変　更） （単位：千円）

補　　正　　後
限　　度　　額

起　　債　　の　　目　　的
補　　正　　前
限　　度　　額

14,511 14,928

補　　正　　後
金　　　　　額

事　　　　業　　　　名
補　　正　　前
金　　　　　額

常備消防委託等事業

常備消防委託等事業費 17,700
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                            議案第 35号   

   令和８年度三浦市公共下水道事業会計補正予算（第 １号）  

第１条  令和８年度三浦市公共下水道事業会計の補正予算（第 １号）は、次

に定めるところによる。  

第２条  令和８年度三浦市公共下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収  

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  

（  科   目  ）  （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ）  

収          入  

第１款  公共下水道  

事 業 収 益 
696,776千円  9,779千円  706,555千円  

第１項  営 業 収 益 85,385千円  9,779千円  95,164千円  

支          出  

第１款  公共下水道  

事 業 費 用 
694,948千円  9,779千円  704,727千円  

第１項  営 業 費 用 625,794千円  9,779千円  635,573千円  

  令和８年６月 10日提出  

                     三浦市長  出  口  嘉  一   
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議案第 36号   

   財産の取得について  

 三崎学校給食共同調理場蒸気式消毒保管機 を次のとおり取得するため、地

方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第１項第８号及び議会の議決に付す  

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39年三浦市条例第４号）

第３条の規定により議会の議決を求める。  

１  取得価格  

  22,000,000円  

２  取得先  

横浜市港北区新吉田東三丁目 31番 10号  

株式会社アイホー横浜営業所  

３  納入期限  

  令和８年８月 31日  

令和８年６月 10日提出  

三浦市長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 37号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  髙  梨    弘  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 38号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _ 

２  氏   名  𠮷  田  宗  雄  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 39号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  鈴  木  貴  信  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 40号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _ 

２  氏   名  君  島  文  夫  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 41号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  長 谷 川  善  美  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 42号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿  

２  氏   名  加  藤  浩  幸  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 43号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  葉  山    勉  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 44号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _＿ ＿  

２  氏   名  飯  島  勝  利  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 45号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  進  藤  良  徳  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 46号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  長  澤  竜  次  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 47号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  岩  野  政  儀  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 48号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  髙  梨  勝  寿  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 49号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  藤  平  政  利  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 50号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  髙  梨  浩  二  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議案第 51号   

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  

 次の者を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（

昭和 26年法律第 88号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。  

１  住   所  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ _＿＿  

２  氏   名  三  堀  慶  介  

３  生年月日  ＿＿＿＿＿＿＿＿  

  令和８年６月 23日提出  

                     三浦市長  出  口  嘉  一   

15



 

 

                            議案第 52号   

   農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  

 次の者を農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（

昭和 26年法律第 88号）第８条第１項の規定により議会の同意を求める。  

１  住   所  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ _＿＿＿  

２  氏   名  川  島  正  人  

３  生年月日  ＿＿＿＿＿＿＿＿  

  令和８年６月 23日提出  

                     三浦市長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 53号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _＿ ＿  

２  氏   名  川  名    茂  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 54号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  長  澤  尚  郁  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 55号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  神  田  眞  弓  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ６ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 56号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  草  間  道  治  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ５ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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                            議 案第 57号   

   農 業 委 員 会 委 員 の 任命 に つ き 同 意 を 求 める こ と に つ い て  

 次 の者 を 農 業 委 員 会 委 員 に 任 命 し た い の で 、 農 業 委 員 会 等 に 関 する 法 律 （

昭 和 26年 法 律 第 88号 。 以 下「 法 」 と い う 。 ） 第８ 条 第 １ 項 の 規 定 によ り 議 会

の 同 意を 求 め る 。  

１  住   所  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

２  氏   名  長  島  満理 子  

３  生年 月 日  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿  

４  そ  の  他  法 第 ８ 条 第 ６ 項 に 該 当 す る 者  

  令和 ８ 年 ６ 月 23日 提 出  

                     三 浦 市 長  出  口  嘉  一   
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